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市
民
の
皆
さ
ん
、
体
調
に
は
十

分
に
気
を
付
け
な
が
ら
、
こ
の
夏

も
可
能
な
限
り
節
電
に
協
力
し
て

く
だ
さ
い
。

※
高
齢
者
や
乳
幼
児
、

体
調
が
悪
い
方
な
ど

は
、
負
担
に
な
ら
な

い
程
度
で
協
力
し
て

く
だ
さ
い
。

▽
期
間
等　

9
月
30
日（
月
）ま
で

の
平
日
午
前
9
時
〜
午
後
8
時

　
（
8
月
13
日
〜
15
日
を
除
く
）

▽
目
標　

昨
年
並
み
の
節
電（
平

成
22
年
と
比
べ
て
9
パ
ー
セ
ン

ト
削
減
）

　

市
公
共
施
設
の
中
で
、
市
民
の

皆
さ
ん
が
利
用
し
や
す
い
施
設
を

「
ク
ー
ル
ス
ポ
ッ
ト
」

に
指
定
し
ま
す
。

　

夏
の
昼
間
に
家
庭

の
エ
ア
コ
ン
を
消
し

て
、
ク
ー
ル
ス
ポ
ッ

ト
に
出
掛
け
、
家
庭
で
の
電
力
消

費
を
削
減
し
ま
し
ょ
う
。

▽
無
料
施
設（
39
施
設
）　

各
開
館

日
の
平
日
午
後
1
時
〜
4
時

・
豊
岡
市
民
プ
ラ
ザ
交
流
サ
ロ
ン
、

　

子
ど
も
た
ち
は
、
地
域
の
方
と

あ
い
さ
つ
を
交
わ
し
、
顔
見
知
り

に
な
る
こ
と
で
、「
見
守
ら
れ
て
い

る
」と
い
う
安
心
感
を
持
ち
、
地

域
や
ふ
る
さ
と
を
愛
す
る
心
を
育

み
ま
す
。

　

豊
岡
市
青
少
年
健
全
育
成
会
議

連
絡
会
と
豊
岡
市
子
ど
も
と
心
で

つ
な
が
る
市
民
運
動
推
進
協
議
会

は
、
市
教
育
委
員
会
と
共
に
、
本

年
度
も「
夏
休
み
ラ
ジ
オ
体
操
顔

見
知
り
運
動
」を
推
進
し
、
市
民

の
皆
さ
ん
に
、
ラ
ジ
オ
体
操
へ
の

参
加
を
呼
び
掛
け
て
い
ま
す
。

　
「
夏
休
み
ラ
ジ
オ
体
操
」は
、
市

内
各
区
で
の
実
施
の
ほ
か
、
校
庭

に
地
区
住
民
が
集
ま
る
一
斉
ラ
ジ

オ
体
操
や
地
区
内
で
統
一
実
施
日

を
設
定
す
る
な
ど
、
地
域
の
方
々

が
参
加
し
や
す
い
よ
う
、
実
情
に

合
わ
せ
て
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
は
、
市
内
中
学
生
の
60

パ
ー
セ
ン
ト
が
1
回
以
上
参
加
し
、

最
前
列
で
体
操
指
導
を
し
た
り
、

体
操
後
に
地
域
の
方
と
一
緒
に
清

掃
活
動
す
る
姿
も
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

地
域
の
子
ど
も
た
ち
と
の
触
れ

ふ
や
そ
う　

地
域
で
汗
す
る
中
高
生

「
夏
休
み
ラ
ジ
オ
体
操
顔
見
知
り
運
動
」

に
参
加
し
よ
う
！

〜
顔
で
つ
な
が
り
　
声
で
つ
な
が
り
　
心
で
つ
な
が
る
〜

コ
ウ
ノ
ト
リ
文
化
館
、
県
民
交

流
広
場（
各
地
区
公
民
館
内
・

一
部
を
除
く
）、
図
書
館
本
館
・

各
分
館
、
各
子
育
て
セ
ン
タ
ー

　
（
乳
幼
児
親
子
で
利
用
）

▽
有
料
施
設（
4
施
設
）　

入
館
料

が
半
額（
市
民
に
限
る
）

・
但
馬
国
府
・
国
分
寺
館
、
植
村

直
己
冒
険
館
、
日
本
・
モ
ン
ゴ

ル
民
族
博
物
館
、
伊
藤
清
永
美

術
館

　

家
庭
の
電
気
使
用
量
が
前
年
同

月
と
比
べ
て
マ
イ
ナ
ス
の
場
合
、
市

民
エコ
ポ
イ
ン
ト（
5
ポ
イ
ン
ト
）を

交
付
し
ま
す
〔
電
力
会
社
か
ら

毎
月
届
く「
電
気
使
用
量
の
お
知

ら
せ
」を
市（
環
境
経
済
課
ま
た

は
各
支
所
）に
持
参
し
て
確
認
を

受
け
て
く
だ
さ
い
〕
※
通
年
受
付

　

各
小
・
中
学
校
を
通
じ
て
配
布

さ
れ
る「
夏
休
み
子
ど
も
節
電
自

主
学
習
」の
課
題
を
市
に
提
出
す

る
と
、
市
か
ら
各
学
校
を
通
じ
て

児
童
・
生
徒
の
皆
さ
ん
に
市
民
エ

コ
ポ
イ
ン
ト（
10
ポ
イ
ン
ト
）を
交

付
し
ま
す
。

※
市
民
エ
コ
ポ
イ
ン
ト
10
ポ
イ
ン

ト
で
、
環
境
商
品
な
ど
が
当
た

る
抽
選
会
に
参
加
で
き
ま
す
。

　

関
西
電
力
㈱

か
ら
緊
急
の
節

電
要
請
が
あ
っ

た
場
合
は
、
防

災
行
政
無
線
放

送
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◎
家
庭
で
で
き
る
節
電（
一
例
）

・
冷
房
温
度
を
28
度
に
設
定
す
る

　

↓
節
電
効
果
10
パ
ー
セ
ン
ト

・
す
だ
れ
や
よ
し
ず
で
窓
か
ら
の

日
差
し
を
和
ら
げ
る

　

↓
節
電
効
果
10
パ
ー
セ
ン
ト

・
エ
ア
コ
ン
を
消
し
、
扇
風
機
を

使
用
す
る

　

↓
節
電
効
果
50
パ
ー
セ
ン
ト

・
冷
蔵
庫
の
設
定
温
度
を「
強
」か

ら「
中
」に
変
え
、
扉
を
開
け
る

時
間
を
減
ら
し
、
食
品
を
詰
め

過
ぎ
な
い

　

↓
節
電
効
果
2
パ
ー
セ
ン
ト

・
テ
レ
ビ
は
省
エ
ネ
モ
ー
ド
に
設

定
し
、
画
面
の
輝
度
を
下
げ
、

必
要
な
と
き
以
外
は
消
す

　

↓
節
電
効
果
2
パ
ー
セ
ン
ト

・
日
中
は
不
要
な
照
明
を
消
す

　

↓
節
電
効
果
5
パ
ー
セ
ン
ト

合
い
の
場
と
し
て
、
ま
た
自
身
の

健
康
づ
く
り
の
た
め
に
も
、
ぜ
ひ
、

「
夏
休
み
ラ
ジ
オ
体
操
」に
参
加
し

て
く
だ
さ
い
。

※「
夏
休
み
ラ
ジ
オ
体
操
」の
実
施

期
間
、
場
所
な
ど
は
、
各
区
で

異
な
り
ま
す
。

《
問
合
せ
》
豊
岡
市
青
少
年
健
全

育
成
会
議
連
絡
会
・
豊
岡
市
子

ど
も
と
心
で
つ
な
が
る
市
民
運

動
推
進
協
議
会
事
務
局（
生
涯

学
習
課
内
）☎
23

0
3
4
1

《
問
合
せ
》
環
境
経
済
課
エ
コ
バ
レ
ー
推
進
係
☎
23

4
4
8
0

家
族
で
お
出
掛
けクー

ル
ス
ポ
ッ
ト

緊
急
の
節
電
要
請
な
ど
が

あ
っ
た
と
き
は
…

小
・
中
学
生
の
夏
の

節
電
チ
ャ
レ
ン
ジ（
節
電
自
主
学
習
）

家
庭
で
の
節
電
チ
ャ
レ
ン
ジ

家
庭
で
の
節
電
の
お
願
い
！

▲弘道小学校区の一斉ラジオ体操（平成24年7月）
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国
民
健
康
保
険
税
の

税
率
が
決
ま
り
ま
し
た

1
世
帯
当
た
り
の

国
保
税
額
の
決
ま
り
方

　

1
世
帯
当
た
り
の
国
保
税
額
は
、

①
医
療
保
険
分（
以
下「
医
療
分
」）

②
後
期
高
齢
者
等
支
援
金
分（
以

下「
支
援
金
分
」）③
介
護
納
付
金

分（
以
下「
介
護
分
」40
歳
以
上
65

歳
未
満
の
方
が
対
象
）－

の
三
つ

の
課
税
区
分
の
合
計
額
で
す
。

　

三
つ
の
課
税
区
分
の
税
額
は
、

世
帯
加
入
者
の
所
得
、
固
定
資
産
、

人
数
な
ど
の
状
況
に
応
じ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
税
率
な
ど
か
ら
算
出
し

ま
す
。

　

世
帯
主
が
国
保
加
入
者
で
な
く

て
も
、
世
帯
内
に
国
保
加
入
者
が

い
れ
ば
、
世
帯
主
が
納
税
義
務
者

と
な
り
ま
す
。

■
軽
減
制
度

①
低
所
得
世
帯
に
対
す
る
軽
減

　

前
年
の
総
所
得
金
額
に
よ
り
、

次
の
よ
う
な
世
帯
は
、
均
等
割
額

お
よ
び
平
等
割
額
を
軽
減
し
ま
す
。

②
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
移

行
に
伴
う
激
変
緩
和
措
置

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
移

行
に
伴
っ
て
、
同
じ
世
帯
に
属
す

る
被
保
険
者
の
国
保
税
が
過
大
と

な
ら
な
い
よ
う
、
次
の
措
置
を
講

じ
ま
す
。

・
国
保
税
の
軽
減
判
定

　

国
民
健
康
保
険
か
ら
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
移
行
す
る
こ
と
で
、

世
帯
の
国
保
被
保
険
者
が
減
少
し

て
も
、
従
前
ど
お
り
後
期
高
齢
者

の
所
得
お
よ
び
人
数
も
含
め
て
軽

減
判
定
を
行
い
ま
す
。

・
平
等
割
の
軽
減

　

国
民
健
康
保
険
か
ら
移
行
し
た

後
期
高
齢
者
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
国
保
単
身
世
帯
に
つ
い
て
、

医
療
分
と
支
援
金
分
の
平
等
割
を
、

移
行
し
た
月
か
ら
5
年
間
は
2
分

の
1
、
そ
の
後
3
年
間
は
4
分
の

1
を
減
額
し
ま
す
。

③
非
自
発
的
失
業
者
に
対
す
る
軽

減（
離
職
し
た
月
の
翌
年
度
末

分
ま
で
）

　

平
成
21
年
3
月
31
日
以
降
に
解

雇
や
倒
産
な
ど
で
、
非
自
発
的
な

離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
国
保
加

入
者
は
、
国
保
税
算
定
に
用
い
る

前
年
所
得
の
う
ち
、
給
与
所
得
を

1
0
0
分
の
30
に
減
額
し
て
計
算

し
ま
す（
申
告
書
の
提
出
が
必
要
）。

■
減
免
制
度

①
災
害
・
廃
業
・
生
活
困
窮
世
帯

に
対
す
る
減
免

　

災
害
・
廃
業
・
生
活
困
窮
な
ど

で
、
国
保
税
の
納
入
が
困
難
と

な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
程
度
に

よ
り
国
保
税
の
一
部
を
減
免
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
、
税

務
課
市
民
税
係
に
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

②
被
用
者
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者

が
国
保
被
保
険
者
と
な
っ
た
こ

と
に
よ
る
減
免（
当
分
の
間
）

　

75
歳
に
な
る
方
が
、
被
用
者
保

険
な
ど
の
被
保
険
者（
本
人
）か
ら

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
し
、

そ
の
被
扶
養
者
が
国
保
に
加
入
し

た
場
合
に
は
、
所
得
割
・
資
産
割

が
免
除
さ
れ
、
均
等
割
と
平
等
割

が
2
分
の
1
に
軽
減
さ
れ
ま
す

（
申
請
書
の
提
出
が
必
要
で
す
）。

　

特
別
な
事
情
も
な
く
国
保
税
を

長
い
間
滞
納
す
る
と
、
被
保
険
者

証
を
返
還
し
て
い
た
だ
き
、
代
わ

り
に「
被
保
険
者
資
格
者
証
」を
交

付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す（
た
だ

し
、
高
校
生
以
下
の
加
入
者
は
6

カ
月
の
短
期
保
険
証
を
交
付
し
ま

す
）。

　

こ
の
場
合
は
、
医
療
費
を
一
度
、

全
額
自
己
負
担
し
て
い
た
だ
き
、

保
険
給
付
分
を
申
請
に
よ
り
後
で

支
給
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

経
済
的
な
事
情
で
納
付
が
困
難

な
方
は
、
早
め
に
税
務
課
収
税
係

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

《
問
合
せ
》

◎
申
告
・
課
税
に
関
す
る
こ
と

　

税
務
課
市
民
税
係

　

☎
21

9
0
4
5

◎
納
税
方
法
に
関
す
る
こ
と

　

税
務
課
収
税
係

　

☎
23

1
1
1
8

◎
医
療
・
給
付
に
関
す
る
こ
と

　

市
民
課
国
保
医
療
係

　

☎
21

9
0
6
1

　

平
成
25
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
な
ど
が
決
ま
り
ま
し
た
。

　

保
険
税
率
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
医
療
費
の
伸
び
を
2
・
7
パ
ー
セ
ン

ト
と
見
込
み
、
前
年
度
繰
越
金
の
半
額
の
約
2
億
5
6
0
0
万
円
を
保
険

税
軽
減
に
活
用
す
る
と
と
も
に
、
財
政
調
整
基
金
を
1
億
8
千
万
円
取
り

崩
す
こ
と
で
、
保
険
税
率
の
急
激
な
上
昇
の
緩
和
を
図
り
ま
し
た
。

平成25年度
納
税
義
務
者
は
世
帯
主
で
す

国
保
税
を
長
い
間
滞
納
す
る
と

国
保
税
に
は
軽
減
・
減
免

制
度
が
あ
り
ま
す

医療分
+

支援金分
+

介護分
‖
国保税

〈平成25年度の課税区分ごとの税率〉
課税区分 医療分 支援金分 介護分

所得割（所得に応じて） 5.36％ 1.19％ 2.25％
資産割（固定資産税に応じて） 22.55％ 5.00％ 10.91％
均等割（被保険者数に応じて） 21,800円 4,900円 10,800円
平等割（１世帯当たり） 17,500円 4,000円 6,000円
賦課限度額 510,000円 140,000円 120,000円
医療分 １年間に予想される医療費の総額から算定します
支援金分 国が定める後期高齢者医療費の額により算定します
介護分 国が定める介護費用の額により算定します

■平成24年中の総所得（世帯主と
被保険者の合計）が下記の金額
以下の世帯

７割軽減 33万円

５割軽減
33万円+（世帯主を除い
た被保険者数）×24万5
千円

２割軽減 33万円+（被保険者数）×35万円


